
 

奈良地方最低賃金審議会  

奈良県最低賃金専門部会  

第３回  議事要旨  

 

開 催 日 時         
令和７年８月５日（火曜日）  

午後２時 57分  ～午後４時 48分  

出 席 状 況         

 公 益 を 代 表 す る 委 員            出席  ３名 定数   3名 

 労働者を代表する委員           出席  ３名 定数   3名 

 使用者を代表する委員   出席  ３名 定数   3名 

主 要 議 題         
１令和７年度地域別最低賃金額改定の目安について 

２奈良県最低賃金の審議（金額審議）について 

 議 事 要 旨          

  公益委員と労働者委員、公益委員と使用者委員の個別審議を行い、労使各側の考え 

方について議論された。  

〇  労 働 者 側 委 員 の 主 張 内 容  

・ 目 安 額 自 体 に 納 得 は し て い な い が 、 十 分 な 議 論 の 上 の 結 果 と 受 け 止 め た 。  

・ 今 回 は 近 隣 県 と の 地 域 間 「 額 」 差 の 是 正 に 重 点 を お き 、 中 長 期 的 に 是 正 を 目

指 し て の 議 論 を 求 め る 。  

・ 県 内 の 情 勢 報 告 資 料 を 見 る と 、 各 指 標 と も 上 昇 傾 向 に あ り 、 企 業 の 支 払 い 能

力 に 問 題 は な い と 認 識 し て い る 。  

〇  使 用 者 側 委 員 の 主 張 内 容  

・ 目 安 の 公 益 見 解 は 一 定 の エ ビ デ ン ス に 基 づ く も の と し て 重 く 受 け 止 め て い る

が 、 毎 年 異 な っ た 指 数 が 根 拠 と し て 取 り 上 げ ら れ て お り 、 納 得 感 に 乏 し い 。  

・ 県 内 は 中 小 企 業 が 多 く 、 企 業 物 価 指 数 が 上 が る 中 、 価 格 転 嫁 も 十 分 に 進 ん で

お ら ず 、 各 種 助 成 金 等 の 手 続 き も ハ ー ド ル が 高 い 。 政 府 の 目 安 上 乗 せ の 新 た

な 補 助 金 に つ い て も 内 容 が 全 く 不 明 で あ り 、 議 論 の 俎 上 に の せ る こ と も で き

な い 。 以 上 の 状 況 か ら 、 ま ず は 目 安 マ イ ナ ス を 主 張 し た い 。  

・ 発 効 日 に つ い て は 、 議 論 を 求 め て い き た い 。 助 成 金 の 申 請 準 備 期 間 を 考 慮 す

る と 、 4 / 1 と す べ き で あ る が 、 少 な く と も 年 末 の 就 労 調 整 の 影 響 を 受 け な い

1 / 1が 合 理 的 と 考 え る 。  

 

   引 続 き 第 ４ 回 専 門 部 会 （ ８ 月 ７ 日 ） で 審 議 す る こ と と な っ た 。  


